旧久富家住宅（２階）活用提案者募集要項

旧久富家住宅を活用しませんか。
～旧久富家住宅リノベーションプロジェクト～

１　プロジェクトの概要

　江戸初期に完成した佐賀城下町の町割は、ほぼそのままの位置と形状で現在に継承されており、柳町をはじめとして、武家屋敷、町家、寺社などの歴史的建造物が市内に点在しています。
　しかし、この歴史的建造物は、相続等により居住しない世代に所有権が引き継がれると、使用されることなく除却されたり、また建造物に対する十分な維持管理が行われず老朽化や損傷が著しくなったりしています。

　このような中、佐賀市は、柳町の長崎街道・柳町景観形成地区に位置する歴史的建造物の「旧久富家住宅」について、古き風景を継承しながら、時代にあった新しい役割に合わせて改装し、公開しています。
２　旧久富家住宅
　久富家は、大正10年に白山町で営んでいた履物店を柳町に移し、「履物問屋　久富商店」として栄えました。その後は時代にあわせて個人住宅、集合住宅、事務所、店舗などとして使われました。
　現在は、明治15年と大正10年の建造物が継承されています。１階は路地を挟んで東と西に建物があり、２階は一続きとなった建物で構成されています。長崎街道から旧久富家住宅の真ん中を貫く路地を抜けるとクリークに面した庭にでることができます。
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○今回の募集区画
旧久富家住宅２階　２０３、２０４、２０８
　　
○所在地

　  佐賀市柳町4－16
　  敷地面積（実測面積）：812.36㎡

　　※駐車場：近隣に佐賀市歴史民俗館の無料駐車場（お客様用）がありますが、台数に
　　　　　　　限りがあります。また、活用者の駐車場は、活用者自身で準備していただ
　　　　　　　くことになります。
○建物の概要

　　佐賀県遺産の認定　平成21年2月17日

    歴史的風致形成建造物の指定　平成25年1月28日
　　歴史民俗館へ追加　平成28年4月1日
■東側（主屋）　建築年度：大正10年

■西側（蔵）　建築年度：明治15年

　　　　　１Ｆ 360.90㎡　2Ｆ 278.11㎡　延べ面積 639.01㎡

３　旧久富家住宅周辺等の状況
【長崎街道・柳町景観形成地区】
　長崎街道沿いの町家等の面影を色濃く残している地区で、平成11年に地区指定を行っており、景観形成基準を定め、まちなみの保全を図っています。
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【佐賀市歴史民俗館】

　長崎街道・柳町景観形成地区内に所在する旧古賀銀行・旧古賀家・旧牛島家・旧三省銀行と同地区の南側にある旧福田家の５館に、平成２７年２月にリノベーションを行った旧森永家・旧久富家を加えた７館を佐賀市歴史民俗館と称しています。
佐賀市に今も残る貴重な歴史的価値がある７館を後世に伝え、市の財産として役立てようと整備・公開しており、一部の建物は佐賀市重要文化財に指定されています。また、佐賀の春の風物詩である「佐賀城下ひなまつり」の会場にもなっています。
○開館時間／9：00～17：00　　入館料／無料　　
○休館日　　■月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）
　　　　■祝日の翌日（その日が土・日曜日の場合を除く）
　　　　■12月29日～1月3日
【歴史的風致形成建造物】
　平成20年に施行された「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）」に基づき策定した「佐賀市歴史的風致維持向上計画」が国の認定を受けました。その計画に基づき、歴史的に価値が高い建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定しており、旧久富家住宅も「歴史的風致形成建造物」に指定しています。
　「歴史的風致形成建造物」に指定することにより、外観の維持と保全が必要となり、往時に近い外観の改修を実施しています。
【佐賀県遺産】
　地域を象徴する建造物で貴重な資産であるものを２２世紀まで残していくことを目的をして佐賀県美しい景観づくり審議会の審議を経て、佐賀県知事が認定します。
旧久富家住宅も佐賀県遺産に認定されています。「佐賀県遺産」は、修理や現状の変更等を行う場合、佐賀県知事に届出が必要となります。
４　活用のコンセプト
下記のコンセプトに基づく提案を募集します。

○佐賀の“まち”に新しい刺激と魅力になる店舗運営への情熱

“まち”の魅力になるよう、新しい工夫・業態の創出・チャレンジ精神があり、かつ経営に意欲があること。

○賑わいづくり・話題づくりへの挑戦

情報交換・情報発信の場となるような要素をもつこと。

また、まちの情報発信や市やまちづくりに係る団体と連携する意欲があること。

○柳町地区のコミュニティづくりへの貢献

運営については、近隣住民や地域の他の施設と協力して面としての魅力を

発揮することに理解を深めること。

また、地域コミュニティ等の共同作業に参画し、地域との連携企画の立案と

情報の共有化を図ることをもとに、独自の戦略等の立案を行って運営を行い、

まちの魅力向上に寄与すること。
５　活用における留意事項
① 活用のコンセプトを踏まえ、歴史的建造物の価値・魅力を引き出すこと。
② 柳町の賑わいづくり、話題づくりに貢献できる業種とすること。

③ 長期にわたり活用すること。

④ 昼間（少なくとも、11時から17時）の活用（公開）を行うこと。

⑤ まちづくりや地元自治会等の地域活動に寄与又は参加すること。

⑥ 広く一般に公開できる活用をすること。

⑦ 近隣住民、市民が利用できるとともに、広域からの集客力を兼ね備えた活用をすること。

⑧ 顧客層は、特定の世代に限定せず、多世代を想定した活用をすること。

⑨ 長崎街道・柳町景観形成地区の近隣店舗等と類似した活用は調整する場合があります。

⑩ 大量生産・大量消費型のショッピングセンターや標準化されたロードサイド型店舗ではない、居心地のよい空間、顔が見えるサービス、オリジナルで安全・安心なモノの提供を行う場とすること。

　　
６　活用提案者に関する制限
活用提案者は個人、団体又は企業は問いませんが、次に掲げる者は活用提案者及びその構成員（以下、活用提案者等）となることはできません。

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者

② 申請時において、市から入札の参加者資格を取り消されている者

③ 応募受付期間において、会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者

④ 活用提案者等に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる者

⑤ 法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納している者

⑥ 活用提案者等が、次の各号のいずれかに該当すること、又は次の各号に掲げる者が、団体の経営に実質的に関与していること。
ア 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 ⑦ 応募締切日以前6ヶ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者
７　活用に関する制限
次の用途に係る活用はできません。
① 風俗営業及びそれに類する用途

② 近隣に影響を与えるような異臭・煙及び騒音・振動を発生する用途

③ 危険物の取扱い・貯蔵・処理をする用途

④ 消費者金融ならびに宗教活動・政治活動等を行う用途

⑤ 事務所のみの活用または住居等、一般公開ができない用途

⑥ その他、市長が適さないと判断した用途

８　活用に係る整備方針
外観に係る整備は、往時に近い姿（減築を含む）への復元を行っています。内部に係る整備も建物の意匠を活かしたものとします。
活用者が外観を変更する工事はできません。内部の工事を希望される場合は事前に書面による市の承認を得る必要があります。

９　活用者の費用負担

活用に必要な設備機器、什器等の建物に付随しないものについては、活用者の費用負担（設計・施工）とします。また、建物内部に係る工事を希望される場合については、原則活用者の負担とします。
また、以下のものは活用者の負担となります。
■使用料（家賃）

活用計画（事業計画）に沿った使用料（家賃）を提案してください。
※参考価格

２０３（約５㎡）　 １５，０００円（消費税込）
２０４（約５㎡） 　１５，０００円（消費税込）
２０８（約14㎡）　２２，０００円（消費税込）
■共益費（電気・上下水道の使用料、消耗品費等）
■ゴミ処理に関する費用

■電話、ケーブルテレビ、インターネット等を接続する場合、その工事費用

及び使用料
■自治会会費等
■その他活用者の費用負担とすべきもの

１０　募集スケジュール
① 応募受付開始　　　令和７年８月１３日（水）～９月３０日（火）
応募書類を佐賀市観光振興課まで郵送、メールまたは持参により提出してください。
受付後、書類審査（一次審査）、面接（二次審査）を行い合否を決定します。
応募者多数の場合など、必要に応じて、審査会を開催し決定します。
②活用開始について
令和７年１０月以降入居開始（予定）
１１　応募について
○応募書類について　　

　　① 活用提案者エントリーシート（様式１）　　　　　1部
② 提案に関する資料等　　　　　　　　　　　　　　1部

　　③ 定款（法人のみ） 　　　　　　　　　　　　　　 1部
　　④ 法人登記簿の写し（発行から3ヵ月以内）
または個人事業の開業届出書等　　              1部
　　⑤ 市税に滞納が無い旨の証明書　　　　　　　 　　 1部

　　⑥ 財務計画書（様式２）　　　　　　　　　　　　　1部
　　⑦ 決算書の写し（直近３ヶ年分）

※個人営業の方は確定申告書及び収支決算書の写し（直近３ヶ年分）

（新規創業の場合は活用提案者の所得証明書直近３ヶ年分）

⑧ 誓約書（様式３）　　　　　　　　　　　　　 　1部

※提出された書類は返却しません。
　○提出方法
　　郵送、メール又は持参ください。
○問い合わせ、応募書類の提出先

佐賀市経済部観光振興課観光企画係
〒840－8501　佐賀市栄町1番1号

Ｅ-mail　kanko@city.saga.lg.jp
FAX　0952-26-6244
電話　0952-40-7110
 
旧久富家住宅活用提案者募集要項　資料
 
 









[image: image16.jpg]





[image: image2.jpg]



	· １階　主屋　ものづくりカフェ　こねくり屋　ｂｙ　ＥＷＭ

	こねくり家は、モノづくりをキーワードに、誰もが自由に創作活動を楽しめるクリエイターズカフェです。

　モノづくりが「できる・学べる・買える・繋がる」をテーマに、新たなイノベーションが生まれる場所を目指しています。
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	· １階　蔵　ハレノヒ　柳町フォトスタジオ　

	ハレノヒが目指すのは、何年経ってもそばに置いておきたいと願う「思いが伝わる写真」です。経験豊富なフォトグラファーが、日常に溶け込みながら幸せを感じさせてくれる写真を撮影します。
　写真教室などのワークショップも開催しています。
	[image: image5.jpg]@ Ha le no hi








８区画のうち、３区画（２０３、２０４、２０８）を募集しています。（複数の区画をあわせて活用することも可能です。）
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	２０１・２０２　「ハレノヒ」

	写真スタジオ及び写真ギャラリーとして活用しています。また、和装の着付け体験も可能で、柳町にある歴史的建造物を生かし、来訪された方が楽しく自由に散策できるよう、周辺施設と一体となった企画を行っています。


	２０５・２０６「くみひもや」

	　和の文化の一つ「くみひも」の制作工房です。

くみひもによる帯〆やアクセサリー、小物などの制作、展示を行います。

	２０７「ステンドグラス工房　グラスパレット」

	年齢、性別を問わず人気のあるステンドグラスの工房です。
ステンドクラスの奥深い世界をお楽しみください。制作体験教室も開催しています。ガラスの美しさとものづくりの楽しさを体験できる場所です。
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旧久富家住宅　配置図
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南側からみる旧久富家住宅の全景（左が蔵、右が主屋）





旧久富家住宅１階　活用者の紹介





◎1階フロア平面図





主屋





蔵





旧久富家住宅２階











◎２階フロア平面図





２０１・２０２


ハレノヒ


(写真スタジオ、ギャラリー)





２０５・２０６


くみひもや　(くみひも制作工房)





今回募集する


区画②です








今回募集する


区画③です





今回募集する


区画①です





２０７


ステンドグラス工房


グラスパレット














旧久富家住宅２階　活用者の紹介





◎旧久富家住宅　募集区画の様子





２０８外観





２０３・２０４活用イメージ


（写真は同じ間取りの２０５）





２０４外観
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